
自動販売機設置場所貸付に係る仕様書  

 

１  貸付場所及び貸付面積等  

物件

番号  
物件名称  所在地  貸付箇所  

位置

図  

設置面積  

(目安 ) 
台数  

A 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10 

１階ロビー  ①  1.5 ㎡  1 台  

B 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10  

１階ロビー  ①  1.5 ㎡  1 台  

C 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10  

１ 階 ロ ビ ー

（西側）  

①  1.5 ㎡  1 台  

D 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10  

柔・剣道場前

ﾛﾋﾞｰ  

①  1.5 ㎡  1 台  

E 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10  

外階段下  ①  1.5 ㎡  1 台  

F 上尾市民体育館  向 山 四 丁 目

3 番 10  

外階段下  ①  1.5 ㎡  1 台  

G 上尾市平方ｽﾎﾟｰ

ﾂ広場  

大 字 平 方

1185 

ﾐ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾑ

前 -1 

②  1.5 ㎡  1 台  

H 上尾市平方ｽﾎﾟｰ

ﾂ広場  

大 字 平 方

1185  

ﾐ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾑ

前 -2 

②  1.5 ㎡  1 台  

I 上尾市平方ｽﾎﾟｰ

ﾂ広場  

大 字 平 方

1185  

ﾐ ｰ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ｰ ﾑ

前 -3 

②  1.5 ㎡  1 台  

J 上尾市平塚ｻｯｶｰ

場  

大 字 平 塚

536 番地 1 

管理人室横  ③  1.5 ㎡  1 台  

 

※１）設置面積 (目安 )には放熱余地・転倒防止板設置部分を含む。また

隣接する物件面積に関して、落札業者間において協議し調整を

行うことは可能とする。  

※２）回収ボックスの設置方法および使用済み容器の回収方法の詳細

については、落札者間で協議のうえ決定する。  

※３）物件番号 A 及び B については、カップ式自動販売機設置も可と

する。  

※４）案内図及び位置図、設置面積は物件概要を把握するための参考

であり、現況と異なる場合は現況を優先すること。  

 



２  貸付期間  

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。  

 

３  設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける

者（  以下「設置事業者」という。）の遵守事項  

（１）大きさ及びデザイン  

①  大きさ  貸付面積（目安）の範囲内、おおよそ高さ 2000 ㎜  

以内  

②  デザイン（  外観色を含む。）  周辺環境に配慮したデザイン

とする。また、ユニバーサルデザインに配慮すること。  

（２）環境対策  

①  消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。  

（３）安全対策  

①  自動販売機の設置に当たっては、転倒防止等安全に十分配慮  

すること。  

②  関係法令を遵守し、賞味期限など販売品の衛生管理の徹底を  

図ること。  

  （４）使用済み容器の回収  

①自動販売機に回収ボックスを併設するとともに、設置事業者

の責任において回収及び処分をすること。  

（５）自動販売機の設置及び管理運営  

①  設置事業者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、

売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部

及び設置場所周辺の清掃などを行う。  

②  設置事業者において、消費期限の確認など、安定した高品質

の商品を提供するための品質保証活動を行う。  

③  設置事業者において、専門技術サービス員による保守業務を

随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。  

④  貸付物件に設置する自動販売機で酒税法（昭和２８年法律第  

６号）第２条の規定による酒類又はその類似品を販売の禁止。 

   ⑤  自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しては

ならないこと。  

       

４  貸付料  

（１）自動販売機の売上額の一部を貸付料とするため、入札の内容

は、売上額に係る割合とし、その下限を２５パーセントとす

る。  



 （２）貸付料は、上尾市スポーツ協会が発行する納入通知書により

納入すること。ただし、納入の期限日が金融機関の休日に当

たるときは、次の営業日を納入の期限の日とする。  

 

５  電気料等  

（１）設置事業者が自ら設置したメーターにより計測した使用量に

基づき、自動販売機等設置協定書に定める単価を乗じた額を、

上尾市スポーツ協会が発行する納入通知書により納入する。  

 

６  売上手数料  

貸付料に含まれるため徴収しない。  

 

７  費用負担  

（１）自動販売機の設置及び撤去に要した費用、移転費等の一切の  

費用は、設置事業者の負担とする。  

（２）電気を計測するためのメーターを設置する費用は、設置事業者

が負担する。なお、設置にあたっては本会の指示に従うものと

する。  

 

８  貸付場所の返還  

（１）契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復

して本会の確認を受けなければならない。  

 

９  自動販売機設置に伴う事故  

（１）本会及び施設側の責に帰する事由による場合を除き、設置事業

者がその責を負う。  

 

１０  商品等の盗難及び破損  

（１）本会及び施設側の責に帰することが明らかな場合を除き、本会

及び施設側はその責を負わない。  

 

（２）設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、

自らの負担により速やかに復旧しなければならない。  


